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様式第 1号 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 令和４年度 第３回所沢市建築審査会 

開 催 日 時 令和４年１１月１６日(水) 午前１０時から正午 

開 催 場 所 所沢市役所 低層棟３階 第１委員会室 

出 席 者 の 氏 名 坂下裕一 村上逸郎 古里 実 木村一男 

欠 席 者 の 氏 名 石丸由紀 

説明者の職・氏名  

 

 

議 題 

 

 

（１） 建築基準法第７８条第１項の規定に基づき、所沢市建築審

査会に意見を求めることについて 

～建築基準法第５５条第３項第２号の規定による許可に関

し、所沢市建築審査会があらかじめ包括的に同意をするこ

とについて～ 

 

 

 

会 議 資 料 

 

 

（１） 会議次第 

（２） 建築基準法第７８条第１項の規定に基づき、所沢市建築審

査会に意見を求めることについて 

～建築基準法第５５条第３項第２号の規定による許可に関

し、所沢市建築審査会があらかじめ包括的に同意をするこ

とについて～ 

 

 

 

 

 

担 当 部 課 名 

 

街づくり計画部 部長 埜澤 好美 

建築指導課   参事 保坂 貞夫 

        主幹 沖田 美由紀 

主査 髙橋 毅 

主査 塩野 雄一 

主任 粕谷 博一 

 

 

 

（事務局）街づくり計画部 建築指導課 

      電話 ０４（２９９８）９１８０ 
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様式第２号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

塩野主査 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

塩野主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 開会 ～ 

■会議成立の報告 

■街づくり計画部長 挨拶 

■会議の公開・非公開  公開に決定 

■傍聴者の確認（傍聴者なし） 

 

■議題 

(１) 建築基準法第７８条第１項の規定に基づき、所沢市建築審査

会に意見を求めることについて 

～建築基準法第５５条第３項第２号の規定による許可に関

し、所沢市建築審査会があらかじめ包括的に同意をすること

について～ 

 

議題（１）について、特定行政庁より説明をお願いします。 

 

～ 説明 ～ 

 

（質疑応答） 

 ２つありまして、１つは、既存不適格について基準に入れなかっ

た理由と、もう１つは国土交通省から包括同意基準について技術的

助言等が出ていないか確認させてください。なぜなら、どういうも

のを定めて、どういうものは定めるべきでないという、国の考えが

あれば知りたいからです。 

 

 既存不適格を入れなかった理由ですが、既存不適格だった学校９

校につきましては、法改正以降に許可を受けて、１０ｍを超える建

築物を建築しており、その際に５５条に関する既存不適格の学校は

存在しないことから、基準に含める必要はないとしたものです。資

料３の日影の包括同意基準は、「１」の既に許可を受けた建築物に

対する基準を平成１７年に定め、その後、平成２９年に「２」の既

存不適格の規定を追加しています。 

技術的助言につきましては、４４条や４８条等はありますが、５

５条に関しては見当たりません。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩野主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 ５つお聞きしたいのですが、１つ目は、今まで包括同意基準がな

かった理由をお聞きしたい。日影の包括同意基準はあったのに、な

ぜ高さに関する包括同意基準はなかったのか。また、なぜ今回新し

く作るのか、教えてください。 

２つ目は、資料１について、１の（２）の給食調理場等の「等」

はどのようなものを想定しているのか、資料３の日影も「等」を使

っているので、今まで許可した事例があればお示しください。 

３つ目は、（４）に「１０ｍ以下で、かつ、既存建築物の高さを

超えないもの」とありますが、個人的には１０ｍ以下で十分ではな

いかと思います。既存建築物が低かった場合や例外的に超えた場合

は個別に審査会で審議すべきという判断なのでしょうか。包括同意

基準としては厳しいと思うのですが。 

４つ目は、（６）の単独日影は、法令日影でよいのでしょうか。

要するに、実日影ではないということでよろしいかの確認です。 

最後も（６）ですが、周辺住民に説明を行って理解が得られない

場合は個別に審査会にかけるということでよろしいですか。 

以上です。 

 

１つ目の、５５条の包括同意基準をこれまで設けていなかった理

由ですが、日影規制は商業地域、工業地域及び工業専用地域以外の

地域や区域における建築物が対象となるため、該当事例も多いので

すが、高さ制限は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地

域及び田園住居地域に限られるため、対象が少ないことによるもの

と考えられます。 

また、今回新たに作る理由ですが、令和２年度に資料２の一番下

の所沢高校で高さ８．８ｍの給食室を建て替えるにあたり、高さと

日影の許可を受けなければならず、日影については包括同意の取扱

いとし、高さについては建築審査会にかけることとなりました。そ

の際、同じ学校の同じ建築行為において、手続きが異なるのは如何

なものかとの意見をいただきましたことから、５５条の包括同意基

準について検討させていただいたものです。 

 

 令和２年の所沢高校の事案があったので、それを踏まえた上でと

いうことですね。 
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塩野主査 

 

委員 

 

塩野主査 

 

 

委員 

 

 

 

沖田主幹 

 

 

 

委員 

 

沖田主幹 

 

 

委員 

 

 

 

沖田主幹 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 そのとおりです。 

 

 ２つ目の給食調理場等の「等」の範囲を教えてください。 

 

 個別具体的に建物の用途を列記していますが、これらに該当しな

いものもあり得るため、「等」をつけています。 

 

 倉庫から給食調理場までの限定列挙ではないということですね。

学校に附属するもので、これらに類するものも該当するという解釈

でよろしいですか。 

 

 「等」に含まれるものとして、学校の外トイレ、屋外トイレとい

ったものや、土俵の東屋などで、こうしたものも含めて小規模と考

えています。 

 

 今までに屋外トイレや東屋を許可した事例はありますか。 

 

 事例の有無については確認していませんが、それらの建替え等で

あれば「等」に該当すると考えています。 

 

 解釈として、学校にある小規模なものという前提で、例示がされ、

その後に「等」が付いているので、限定列挙ではなく、類似のもの

も含まれるという考え方でよろしいですか。 

 

 そのとおりです。 

 

 ３つ目の、「既存建築物の高さを超えないもの」と規定した理由

について教えていただきたい。小規模なもので、１０ｍ以下という

ことを考えると、既存建築物の高さを超えることはあまりないかも

しれませんが、そういうものについては個別に審査をするという趣

旨でよろしいか。少し厳しい感じがしないでもないですが、その辺

のお考えをお聞かせいただきたい。  

 

 既存建築物の高さを超えないという規定ですが、既存の建築物に

増築する場合、仮にその部分が１０ｍ以下であったとしても、既存

を超える高さから、新たな日影を生じる可能性もあることから、既
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委員 

 

 

 

 

塩野主査 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

沖田主幹 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 

 

 

 

 

存よりも小規模なものに限定して運用することとしたものです。 

 

 （２）も学校に附属する小規模なものと規定しており、それと合

わせているということですね。 

４つ目の、単独日影は法令日影ということでよろしいですか、そ

れとも実日影ですか。 

 

 添付している小手指中学校の図面は、測定面が平均地盤面から

１．５ｍ（法定）の位置での日影の範囲ですが、４枚目は測定面の

高さが０ｍの実日影となります。 

 

 市民感覚では、日影の影響を実感するのは実日影の方だと思いま

す。近隣住民に説明する時に、法定日影の地盤面から１．５ｍとい

うのは理解しにくいと思いますが、実日影で理解を得るのか、法令

に定められた日影図で理解を得るのか、どちらになるのでしょう

か。 

 

 （６）の前半部分の「指定した時間以内」とあるのは、法令によ

る日影の検討を、「かつ」以降に関しては実日影を指しており、今

までと違い、ある時間になったら日影になる場所がある、というこ

とをきちんと理解していただくというものです。 

 

 そうであれば、わかるように書いていただいた方がよい。私は「単

独日影」を法定日影と思ったのですが、市民感覚で説明するのであ

れば、実日影で説明した方が理解を得やすいです。 

最後に、同意が得られない場合については、個別審査をすること

となるのですか。 

 

 理解が得られない、反対の声が大きいといったケースですが、そ

ういった案件については、まず市として許可をしていくべきか、市

の方向性を定める必要があります。反対の声があっても、市として

は許可をしていきたいということであれば、個別に審査会にかけ

て、ご審議いただくことになると思います。逆に反対の声が多く、

市としてはまだ許可すべきではない、又はまだ調整が必要であると

の判断に至れば、審査会にはかけないこととなります。 

 



6 

 

委員 

 

 

保坂参事 

 

委員 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

塩野主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その時の事情によるということですね。個別審査会の制度はある

のですから、道を閉ざさないでほしいです。 

 

 わかりました。 

 

 「理解」と書くのか、「了解」や「同意」と書くのでは意味合い

が大きく異なり、「理解」となっていると、日影の影響について認

識したことになるのですか。 

 

 「理解」という言葉の意味ですが、「理解」の中には「同意しま

す」というものもあれば、「分かりました」というものも含まれま

す。例えば、これを「同意」としてしまいますと、かなりハードル

が上がってしまいますし、「説明」とすると、一方通行となります。

そうなると、相手がどうであれ、説明さえすればよいこととなり、

主旨にそぐわないということで、「理解」という表現にしました。

実際の運用では、「同意」であっても「説明」であっても単なる一

方通行ではなく、相手に説明をして了承してもらうことを考えてい

ます。 

 

 冒頭、小学校が３２校、中学校が１５校、高校が６校あり、今後、

小規模な建築物等の増築等が見込まれるということですが、この包

括同意基準によりかなりの事務の効率化が図れると思います。市が

許可をして、審査会に報告する方が事務の効率化につながり、審査

会委員の負担軽減にもなると思います。今後、そのように見込まれ

るとの話ですが、既に教育委員会からは打診があるのでしょうか。 

 

 教育委員会からは今のところ話はありませんが、小規模建築物の

対象としては防災倉庫があります。防災倉庫は、市内のすべての学

校に設置されているそうですが、かなり早い時期に設置されている

ものがあり、状態の悪いものから、順次、建替えるため、市の防災

部局、危機管理室の方では、年に２か所ほど予算計上をしていると

のことです。ただし、防災倉庫を更新する学校が許可の対象の学校

かどうかは確認できていません。今後順次、防災倉庫の更新が行わ

れていく中で、包括同意基準が策定されていれば、手続きが非常に

スムーズになると考えております。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

塩野主査 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

保坂参事 

 

 

委員 

 

 ５６条の２の日影規制は、敷地内の複数建築物を一の建築物とみ

なして規制をかけることになっていますが、５５条についてはそう

いった規定がなく、増築等をする建築物が１０ｍを超えていなけれ

ば、許可を受けなくても建築できるという解釈もあると思います。

県内で、５５条の包括同意基準を作っているところはあるのでしょ

うか。また、その運用はどうなっていますか。 

 

 埼玉県を含む県内特定行政庁１３行政庁の中で２行政庁、新座市

と越谷市が包括同意基準を策定しています。いずれも学校に附属す

る小規模建築物を対象にしています。 

 

 ５５条の運用ですが、５６条の２については敷地内のすべての建

築物を対象としていますが、５５条については建築物としか示され

ておらず、敷地内に複数の建築物がある場合の５５条の適用につい

ては、全国的にも、また県内においても統一されておらず、敷地内

すべての建築物を対象として適用するという行政庁もあれば、増築

等の部分が１０ｍ以下であれば、許可不要としている行政庁もあり

ます。 

本市においては、以前より敷地内のすべての建築物を対象として

運用してきたところです。また、高さと日影はセットで考えるべき

であり、日影が敷地単位で、高さが建築物単位とすると齟齬が生じ

るため、日影が敷地単位ならば、高さも敷地単位とすることにより、

統一性が図られることから、今後も増築等をする建築物が１０ｍ以

下であっても、敷地内に１０ｍを超える建築物があれば、５５条の

対象として運用することとなります。 

 

 市民感覚からすると、行政庁によって取扱いが違うというのは、

違和感があると思います。先ほどの説明で、包括同意基準があるの

は２行政庁とのことですが、敷地単位の方が少数派ですか、それと

も日影と合わせるという考え方で、敷地単位の方が多いですか。 

 

 全国的な傾向については調べていませんが、県内の特定行政庁で

は敷地単位と建築物単位が半々ぐらいという状況です。 

 

 国交省からも技術的助言は示されていないのですか。 
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保坂参事 

 

沖田主幹 

 

 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

沖田主幹 

 

委員 

 

会長 

 

委員全員 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまで５５条に関する技術的助言は見当たりません。 

 

 先ほど、（６）の「単独日影」の部分がわかりづらいというお話

がありましたが、例えば「増築等によって生じる新たな日影」とい

うように修正を加えた方がよろしいでしょうか。 

 

 わかりやすくするには「地上面において新たな日影となる部分」

など、はっきり記載した方が疑いをはさむ余地がなくなると思いま

す。 

 

 「増築等により生じた日影、かっこ以下単独日影という」とすれ

ばわかりやすいと思います。 

 

 表現はお任せしますが、「地盤面」という言葉を入れたらいかが

ですか。 

 

 「地盤面」を加えて修正します。 

 

 わかりました。 

 

 皆さん、よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 私の方からいくつか確認させてください。建築基準法５５条を確

認したところ、３項は「屋根を再生可能エネルギー源の利用に資す

る設備として・・・」となっており、４項に今の３項がずれ、条文

の配置が換わっているようですが、この包括同意基準は５５条３項

２号で誤りはないのか、５５条４項２号という可能性はないのか確

認いただいた方がよいと思います。 

２点目ですが、資料１と資料３を比較しますと、柱書の２段落目

が資料１は「特定行政庁」とあり、資料３は「市長が」と異なって

いますが何か意味があるのですか。５５条の条文では、特定行政庁

が許可したものと規定されているので、資料１にある「特定行政庁」

と一致しますが、５６条の２の条文はなぜ「市長」と記載があるの

でしょうか。 
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保坂参事 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

保坂参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５５条と５６条の２ですが、法文上はともに「特定行政庁」と規

定されています。特定行政庁イコール市長ですので、５６条の２の

基準を作る際に、「特定行政庁」という文言よりも「市長」の方が

わかりやすいということで、そのようにしたのかなとも想像されま

すが、真意はわかりません。 

 

 法律の規定からすれば、今回の文言が正しいと思いますが、確か

に「市長」の方がわかりやすいです。違いに意味はないことがわか

りました。 

次に、包括同意基準ができた場合の手続きの流れを確認させてい

ただきたい。要件の該当性の判断を市が行い、許可した後に建築審

査会に報告をいただくということでよろしいですか。つまり、該当

性の判断が事案の説明とともに行われるということでよろしいで

すか。 

 

 そのとおりです。高さの許可申請を受けた時、まずはこの基準に

適合しているかどうかを審査します。適合していないものは個別に

検討することとなります。基準に適合しており、市としてもこの案

件であれば許可できると判断した場合は、市長が許可をします。そ

の後、接道許可の報告と同様に、許可の内容について速やかに報告

させていただくこととなります。 

 

 基準の２の「建築物の大規模の修繕」については、建築物の用途

や規模が何ら特定されていませんが、あらゆる建築物ということで

よろしいですか。 

 

 まず、対象となる建築物ですが、「学校」を対象とするもので、

事務所や店舗などは該当しません。 

大規模の修繕は、建物の形を変えずにその建物を維持するため

に、例えば屋根を葺き替えたり、外壁を張り替えたりするもので、

そうした外形が変わらないものについては包括同意基準で対応し、

平らな屋根が勾配屋根に変わるなど、高さや日影に影響する場合は

個別に審査することで考えています。事例としてはほとんどないと

思われます。 
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会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

保坂参事 

 

委員 

 

保坂参事 

 

 

 

 

委員 

 

保坂参事 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 規定の仕方として、１と２はそれぞれ独立したものになってお

り、２は対象が限定されていないので、学校に限るのであれば、２

の方にも特定する文言が必要ではないかと思います。 

 

 資料３の３にも大規模の修繕、大規模の模様替えがあり、ここで

も用途は規定されていませんが、運用としては今の説明と同様でよ

ろしいですか。 

 

 ５５条の方は、法文に「学校その他の建築物」とあるので、用途

は限られると思います。 

 

 日影の方は特に限定していませんので、「建築物」としています。 

 

 日影は学校に限らず、対象となるものが多いですから。 

 

 日影については、基準に列記しているものに限定せず、５５条に

ついては用途を学校に限定した上での、大規模の修繕や模様替えを

想定していますので、誤解が生じないように修正したいと思いま

す。 

 

 １の中に組み込んだらいかがですか。 

 

 そのように修正します。 

 

 学校以外でも大規模の修繕や模様替えを行うことは多くあり、形

態が変わらないのであれば、許可の対象としてもよいと思います。 

 

 例えば、耐震改修で外付けのフレームを付けると日影に影響する

ことがありますが、形が変わらないのであれば、学校以外も可と考

えられます。 

 

 若干の修正が出ましたが、修文に関しては事務局に一任すること

でよろしいですか。 

 

 議論の中身が公開されるのであれば、問題ありません。 
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会長 

 

 

委員全員 

 

会長 

 

 

 

保坂参事 

 

会長 

 

 

 

 

 

 それでは、そのような前提で採決いたします。５５条の包括同意

基準に否認の方はおられますか。了解でよろしいですか。 

 

 はい。 

 

 それでは全会一致で承認することといたします。よろしくお願い

いたします。 

その他については、何かありますか。 

 

 特にありません。 

 

それでは、全ての議事が終了しましたので、本日の建築審査会を

閉会いたします。 

 

～閉会～ 

以上 

 


